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１ 計画策定の趣旨 
 
本町では、総合計画の基本理念で掲げる「人と自然と歴史が交流し　未来へつなぐ　和のまち”

たいし”」を踏まえ、「みんなが支え合いつながるまちーたいしー　すべての住民が安心していき

いきと暮らせるまち」を第３期計画の基本理念として、地域と行政が協働して福祉のまちづくり

を進めてきました。 
また、地域福祉計画と連携を図る計画として地域福祉活動計画を一体的に策定し、太子町社会

福祉協議会（以下、「町社協」という。）と両輪となって福祉行政を推進しているところです。 
 
近年、少子高齢化を起因とした急激な人口減少が進み、人口構造の変化から、核家族や独居高

齢者・高齢者のみ世帯の増加、ライフスタイルの多様性に伴って、一人ひとりが抱える課題も多

種多様で複層化してきています。これらの諸課題に対応するには、個人の努力や行政による福祉

サービスだけでは十分ではなく、地域でともに暮らす住民が福祉ニーズに目を向け、地域全体で

課題の解決に取り組むことが求められています。 
 
国では平成 27 年の「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」報告書以降、制度・分野ごと

の「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域の多様な主体が参画し分野を超え

てつながり、地域と共につくっていく「地域共生社会」の実現に向け、様々な取り組みや法改正

が行われています。 
 
「地域共生社会」の実現のためには、行政の施策・取り組みの充実はもとより、地域住民同士

の助け合い・支え合いの心の醸成・再構築が必要です。また、「地域福祉」に関する取り組みの充

実は、まちを豊かにしていくということはもとより、いつまでも住み続けられる地域の構築には

欠かせない視点となってきています。 
 
こうした背景から、本町では、引き続き総合的な福祉施策を推進していくため、国の動向を踏

まえ、新たに「第４期太子町地域福祉計画・太子町地域福祉活動計画」（以下、「本計画」という。）

を策定し、全ての住民が安心して生活できる地域共生社会の実現をめざします。 
 
 
 
 
 
 

 

１

第１章
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２ 地域福祉の考え方 
 

（１）地域福祉とは 
 
「地域福祉」とは、人権尊重を基本に、一人の不幸も生み出さない、誰もが住み慣れた地域で

安心して暮らせるよう地域に関わるすべての人が主役となって進めていく地域共生社会を創造

する取り組みのことをいいます。「自助」「互助」「共助」「公助」を連動させて地域課題の解決に

取り組みます。 
 

■■地域福祉を推進するための役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 自　助 互　助 共　助 公　助

 
 身の回りで起きる 

課題を自分や家族で 

解決する

隣近所等での 

ボランティア活動や 

地域活動

制度化された 

地域ぐるみの 

支え合い・助け合い

行政が行う 

公的なサービス

２

第１章

困りごと 地域課題 
日々の備え 

住民の主体的な活動で対応する 行政施策として実施・支援する 

福祉のプラットフォームづくり
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（２）地域共生社会とは 
 
「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、

住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会とされています。 
 

■■地域共生社会のイメージ 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）「ウェルビーイング」について 
 
国では、今後のＳＤＧｓの在り方について議論を深める必要があるテーマの一つとして「ひと

りひとりのウェルビーイングの向上」を掲げています。ＳＤＧｓの目標が令和 12 年（2030）で

あることから、本計画においては、ＳＤＧｓの考え方も踏まえつつ、ウェルビーイングの向上を

意識した取り組みが必要とされています。 
 

 

孤独・孤立
子育て地域の生活課題

ダブルケア 生活困窮

ヤングケアラー

複合化・複雑化する課題
ケアが必要な家庭

介護 障がい

顔の見える関係をつくる 
つながりをつくる 
活動に参加する

住民

ＮＰＯ

その他団体

ボランティア

民生委員・ 
児童委員

町会・自治会

福祉サービス 
事業者

医療機関

地域

行政 社会福祉協議会
両輪となって支える

総合的な地域福祉活動の下支え・公的サービスの提供

一人ひとりの 
自立した生活を 

支える

連携して 
コミュニティ 

づくりを進める 助け合い、支え合える地域

参加支援

相談支援

地域づくり支援
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３ 関連する計画 
 

（１）重層的支援体制整備事業 
 
地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制の構築

を推進するため、「Ⅰ相談支援」「Ⅱ参加支援」「Ⅲ地域づくりに向けた支援」の３つの支援を一

体的に行う市町村の新たな任意事業として、「重層的支援体制整備事業」を創設することが明記

され、この内容を踏まえた改正社会福祉法が令和２年６月に公布されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（２）成年後見制度利用促進基本計画 
 
成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律

第 29 号）第 12 条第１項に基づき、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的

な推進を図るために策定するものであり、政府が講ずる成年後見制度利用促進策の基本的な計画

として位置付けられます。 
 

（３）再犯防止推進計画 
 
再犯防止推進計画は、再犯の防止等の推進に関する法律（平成 28 年法律第 104 号）第７条第

１項に基づき、再犯の防止等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画として策

定されました。 
法務省及び厚生労働省は、地方公共団体が地方再犯防止推進計画を策定する際に、地域福祉計

画を積極的に活用するよう周知しています。 

 

３

第１章

【町の課題解決力の強化】 【住民が住み続けたいまちづくり】

相談支援 

（断らない相談支援体制）

参加支援 

（つながり・社会参加支援）

地域づくり支援 

（居場所づくり・アウトリーチ）



6 

４ 計画の位置づけと期間 
 

（１）計画の位置づけ 
 
本計画は、「まちづくりの指針」等の最上位計画がめざす将来像や基本理念の達成に向けた“福

祉面のまちづくり計画”であり、福祉に関する個別計画（高齢者、子ども、障がい者等に関する

計画）の共通軸に関する施策を体系化するものとして、福祉関連等の個別計画の上位計画として

位置づけます。 
また、町社協が策定する「地域福祉活動計画」と本町が策定する「重層的支援体制整備事業実

施計画」「成年後見制度利用促進基本計画」、「再犯防止推進計画」、を一体的に策定するものとし

ます。 
 

■■他計画との関連性 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４

第１章

  和の心を次世代へつなぐまち～「自然を守る」、 

「暮らしを育む」、「未来を創る」ふるさと“たいし”～

将来像

地域福祉の向上

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画

障
が
い
者
計
画

障
が
い
福
祉
計
画
・障
が
い
児
福
祉
計
画

子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業
計
画

健
康
増
進
・食
育
推
進
計
画

地域福祉計画・地域福祉活動計画 
（重層的支援体制整備事業実施計画）

そ
の
他
生
活
関
連
分
野
の
計
画

国・大阪府 
との整合

整合・連携

太子町総合計画
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（２）計画の法的根拠 
 
本計画は、下記の法律に基づき策定しています。 

 

 
 
 
 

 

（３）計画の期間 
 
本計画について、計画期間を令和８（2026）年度から令和 12（2030）年度までの５年間とし、

定期的に取り組み状況を点検・精査します。 

 

 
 

 計画名 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10 年 令和 11 年 令和 12 年 令和 13 年

 地域福祉計画 

地域福祉活動計画

策定 次期計画

〇社会福祉法第 107 条に基づき市町村行政がつくる「地域福祉計画」 

〇社会福祉法第 109 条に基づき設置されている社会福祉協議会がつくる「地域福祉活動計画」 

○社会福祉法第 106 条の５の規定に基づく「重層的支援体制整備事業実施計画」 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条に基づく「成年後見制度利用促進基本計画」 

○再犯の防止等の推進に関する法律第８条に基づく「再犯防止推進計画」 

第４期太子町地域福祉計画・太子町地域福祉活動計画
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５ 計画の推進に向けて 
 

（１）協働体制による計画の推進 
 
計画に基づく施策を推進していくためには、地域住民、地域住民組織、福祉サービス事業者、

関係機関・団体、町社協と行政が互いに連携し、それぞれの役割を果たしながら一体となって、

総合的な視点から各目標に取り組み、協力して活動を推進することが重要です。 
このため、次のような役割のもとに協働体制による推進をめざします。 

 
■■役割分担の考え方 

 

（２）計画の評価 
 
本計画の推進にあたっては、行政が主体となって、町社協や福祉サービス事業者、民生委員・

児童委員、地域住民、地域組織、ボランティア団体等と常日頃から連携して取り組みます。 
また、地域福祉活動の取り組み状況の把握と本計画の施策・事業の進捗管理を定期的に行うと

ともに、ＰＤＣＡサイクルによる評価を実施し、施策・事業の見直しにつなげます。 
 

 

地域住民

〇住民一人ひとりが福祉に対する意識や認識を高め、地域福祉の担

い手として自ら地域活動やボランティア活動等に積極的に参加し

ます。 

〇近隣と協力すること等により、自らの課題や地域課題の解決に向

けた取り組みを行うように努めます。

 

福祉サービス事業者

〇町内のどの地域に住んでも住民が適切なサービスが受けられるよ

う、福祉サービス事業者は行政と連携するなかで、福祉サービス

の量と質の確保に努めます。

 

町社協・町

〇町社協は、ボランティア活動、福祉意識の啓発、人材育成、地区

福祉委員会活動の支援、相談事業等、地域の実情に応じたサービ

スの提供や支援に取り組みます。 

〇町は、地域住民や町社協、福祉サービス事業者、民生委員・児童

委員、地域住民組織、ＮＰＯ法人やボランティア団体等と相互に

連携・協力を図るとともに、関係課や関係機関とも横断的・包括

的な協力体制を構築し、住民のニーズと課題を把握し、地域特性

に対応した施策を推進します。

５

第１章
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第　２　章 

地域福祉を取り巻く現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２章 地域福祉を取り巻く現状 

１．統計からみる現状 

２．各種調査からみる現状 

３．計画で取り組むべき課題
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１ 統計からみる現状 
 

（１）人口状況 
 
〇人口の状況をみると、年々減少が進み、令和７年（2025）では 12,634 人となっています。 

〇外国人人口については、令和３年（2021）の 125 人から令和７年（2025）で 161 人と年々増

加傾向にあります。 

〇高齢化率は、令和７年（2025）で 31.3％と 30％を超える状況となっています。 
 

■■年齢３区分人口 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（各年３月末時点） 
 

 〈年少人口割合〉 〈生産年齢人口〉 〈高齢者人口〉

1,501 1,468 1,460 1,418 1,393

7,753 7,633 7,559 7,389 7,281

3,918 3,898 3,915 3,955 3,960

13,172 12,999 12,934 12,762 12,634

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

（人）

１

第２章

外国人人口 

125 人
外国人人口 

161 人

人口減少、少子高齢化

が進行しています。 

令和３年（2021） 

11.4％

令和７年（2025） 

11.0％

令和３年（2021） 

58.9％

令和７年（2025） 

57.6％

令和３年（2021） 

29.7％

令和７年（2025） 

31.3％

詳細は資料編へ移行 

概要を３P程度で表現
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（２）世帯の状況  
 
〇本町の世帯数は、年々増加しており、令和６年（2024）時点で 5,627 世帯となっています。 
〇１世帯当たりの人員数は年々減少しており、令和６年（2024）時点で 2.27 人となっていま

す。 
〇子ども（18 歳未満）のいる世帯は減少し、高齢者（65 歳以上）のいる世帯が増えており、

少子高齢化が進んでいることがわかります。 
 
■■世帯数と１世帯当たりの人員数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町統計書 
 

資料：国勢調査 
 

 〈18 歳未満の子どもがいる世帯〉 〈65 歳以上の高齢者がいる世帯〉

5,539 5,572 5,582 5,623 5,627

2.40 
2.36 

2.33 
2.30 

2.27 

2.00
2.05
2.10
2.15
2.20
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45

0

2,500

5,000

7,500

10,000

令和２年

(2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

世帯数 １世帯当たりの人員数

（世帯） （人）

平成 22 年（2010） 

1,527 世帯

令和２年（2020） 

1,095 世帯

平成 22 年（2010） 

1,930 世帯

令和２年（2020） 

2,398 世帯
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（３）支援を必要とする人の状況 
 
〇障がい者手帳所持者は年々増加しており、特に、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳所持

者が増加しています。また、身体障がい者手帳所持者は 65 歳以上の高齢者が多くなってい

ます。 
〇要介護認定者数は、増減はあるものの、５年間では増加しています。 
〇ひとり親世帯は、平成 27 年（2015）以降、減少はしているものの、平成 17 年（2005）と

比較すると増加しています。 
〇生活保護世帯については、年々減少傾向にあり、５年間でみると減少していますが、令和５

年度（2023）から令和６年度（2024）にかけては増加しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査、太子町 
 

 

 〈ひとり親世帯〉 〈生活保護世帯〉

【共通】高齢化による影響がある

■■障がい者手帳所持者

■■要介護認定者

令和２年（2020） 

751 人

令和６年（2024） 

799 人

令和３年（2021） 

665 人

令和７年（2025） 

717 人

平成 17 年（2005） 

81 世帯

令和２年（2020） 

106 世帯

令和２年（2020） 

91 世帯

令和６年（202４） 

89 世帯
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２ 各種調査からみる現状 
 

（１）アンケート調査 
 
本計画策定にあたり、住民対象のアンケート調査を実施しています。下記の内容は調査結果を

踏まえたまとめとなっており、詳細は資料編に記載しています。 
 

①健康状態と自分らしく暮らせているか 
〇健康だと思っている人が最も多くなっている中で、健康状態がよくないという認識では、「自

分らしく暮らせている」割合が低くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②住民の暮らしやすさ 
〇多くの人が暮らしやすさを感じている一方で、暮らしにくさを感じている人もいます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

２

第２章

健康だと思う 
（とてもよい+まあよい） 

82.7％

自分らしく暮らせている 
（そう思う+まあそう思う） 

86.3％

健康だと思う 
（あまりよくない+よくない） 

15.3％

自分らしく暮らせている 
（そう思う+まあそう思う） 

62.3％

健康状態が「よい」と感じている人ほど、自分らしく暮らせていると感じている。

お住まいの地域に 
暮らしやすさを感じているか 
（暮らしやすい+どちらかといえば） 

75.0％

お住まいの地域に 
（暮らしにくい 

+どちらかといえば） 

22.5％

年齢が高く、近所つきあいがあまりな

い人ほど、暮らしにくいと感じている。

地域の課題として「移
動手段が少ない」を回
答される人が多い。
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③地域（近所つきあい）のつながりによる変化 
〇地域（近所つきあい）のつながり方による回答者の傾向をまとめています。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

本町の傾向として、地域（近所つきあい）でのつながりはある方ですが、 

つながりが希薄になると地域での共助・互助の力が弱くなる可能性があります。  

 困ったときに助け合える+ 
たまに立ち話などをする程度 

 

53.5％

会えばあいさつする程度の 
つきあい 

 

35.7％

つきあいはほとんどしていない 
 
 

8.3％

 支え合い、助け合っている
と感じるか 

 
※自力での避難が困難な場合を想定 
 
（A の人）あまり感じない 

22.2％ 

（B の人）あまり感じない 

48.3％ 

（C の人）あまり感じない 

40.5％

地域での人とのかかわりに
関する考え方 

※それぞれ最も多い回答を抽出 
（A の人） 
隣近所を中心とした助け合い

やつきあいを大切にしたい 
（B の人） 
時間的に余裕のある人や、やる

気のある人が地域とかかわる

方がよい 
（C の人） 
隣近所の協力を期待せずに、自

分のことは自分でする

災害が起きた場合、地域の人
（家族以外）で手助けをお願

いできる人の有無 
※自力での避難が困難な場合を想定 
 
（A の人）いない 

23.7％ 

（B の人）いない 

46.7％ 

（C の人）いない 

66.7％

 近所つきあいの満足度 
（満足+ほぼ満足） 

 
 

81.9％

自主的な助け合い、支え合
いの関係が必要だと思うか 

（とても必要+必要） 
 

74.4％

地域で行われている行事やボ
ランティア活動等の参加状況 
（以前は参加していた+参加したこ

とがない+参加できない） 

76.2％

A B C

 

 

 

 

 

 

内閣府「社会意識に関する世論調査」（令和 4 年 12 月調査）

参考）全国の傾向　望ましい地域での付き合いの程度（都市規模別）　町村の傾向

33.3 35.3 19.6 9.8

1.3

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域の行事等に参加した

り困ったときに助け合う

地域の行事や会合に参

加する程度の付き合い

世間話をする程

度の付き合い

挨拶をする程度

の付き合い

調
査
結
果
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
っ
た
事
項

変
化
が
な
い
事
項
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④認知度 
〇下記の内容は、地域福祉に関わる制度、組織に関する認知度をまとめています。 

 
■■組織の認知度 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■制度の認知度 

 

 

 

 

 民生委員・児童委員 
 

57.3％

地区福祉委員 
 

37.1％

コミュニティソーシャ

ルワーカー（ＣＳＷ） 

16.5％

生活支援コーディネーター 
 

15.5％

 民生委員・児童委員 
 

4.8％

地区福祉委員 
 

3.7％

コミュニティソーシャ

ルワーカー（ＣＳＷ） 

3.6％

生活支援コーディネーター 
 

6.4％

 生活困窮者自立支援制度 
（名称も内容も知っている） 

14.7％ 

（名称は知っているが内容は知らない） 

40.9％

成年後見制度 
（名称も内容も知っている） 

29.4％ 

（名称は知っているが内容は知らない） 

33.3％

社会を明るくする運動 
（名称も内容も知っている） 

5.6％ 

（名称は知っているが内容は知らない） 

20.2％

 地域共生社会 
（名称も内容も知っている） 

7.9％ 

（名称は知っているが内容は知らない） 

25.6％

避難行動要支援者名簿 
（名称も内容も知っている） 

9.7％ 

（名称は知っているが内容は知らない） 

19.8％

「知っている」と回答した人で相談したことがある人の割合

社会福祉協議会の認知度 

 

 

 

 

 

 

31.7 48.6 15.1 4.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

名称も、活動内容

も知っている

名称は知っているが、 
活動内容は知らない

名称も、活動内容

も知らない

制度や組織の認知度は、地域で必要とする人が必要な時に利用できる、いわゆるセー

フティネットの機能を果たすためにも、名称だけも知っておくことが重要です。
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（２）関係団体からの声（ＳＡＳＡＥ愛 太子 参加者） 
 
本計画策定にあたり、関係団体への調査として、「ＳＡＳＡＥ愛　太子」参加者へシート調査

を実施しました 
 

〈活動を通して感じている課題とは〉 

〇現在の高齢者への支援(生活支援、移動支援)が大きな支えとなってい

るが、新規のサポーターがなく、在籍のサポーターの高齢化により継

続が難しくなっている。 
〇コンサート等の地域で活動を紹介しているが、新規の参加者がなく、

参加者が固定されている。 
〇活動をする上でのリーダーを引き継ぐ人がいない。 

 

〈地域活動やボランティア活動の輪を広げるためには〉 

〇気軽に相談できる窓口が必要となっている。 
〇活動に関する情報を積極的に発信すること。 
〇人材・リーダーを育成する。 

 
 

〈地域での支え合いが積極的に行われるためには〉 

〇情報の共有化を図ってほしい。 
〇それぞれの団体の横のつながりをつくる役目をしてほしい 
〇気軽に相談できる場所がほしい。 

 

〈地域福祉の推進のためには〉 

〇小地域コミュニティを各所につくって、発展させていることを継続して

ほしい。 
〇それぞれの活動ではなく、年齢にとらわれない交流の場(情報交換の場)
が必要だと思う。 

 
 

 

 
 
 
 

 

全体を通して、活動を継続する上での人材の育成が共通意見としてありました。また、育

成につなげるためにも横のつながりや世代間交流の大切さについて意見があります。
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３ 計画で取り組むべき課題 
 

 
 
 

 

 

統計資料 

からみる課題

〇人口減少は進み、５年間で 538 人の減少となっています。 
〇少子高齢化が進み、高齢化率は 31.3％となっています。 
〇世帯数は増加傾向にあり、１世帯当たりの人員数は減少傾向にあります。 
〇18 歳未満の子どもがいる世帯は減少し、65 歳以上の高齢者がいる世帯が

増加しています。 
〇特に単独世帯、夫婦のみの高齢者世帯が増加しています。 
〇障がい者手帳所持者は微増しています。 
〇要介護認定者は増加しています。

 

アンケート調査等 

からみる課題

◇健康だと思う人の割合、自分らしく暮らせている人の割合が高くなって

います。 
◇地域に暮らしやすさを感じる人は高くなっていますが、高齢者で近所つ

きあいがあまりない人ほど、暮らしにくいと感じています。 
◇住んでいる地域の近所つきあいは、「困ったときに助け合える」、「たまに

立ち話などをする程度」が半数以上となっています。 
◇住んでいる地域の近所つきあいで「会えばあいさつする程度のつきあい」

は前回調査より高くなっています。 
◇制度や組織の認知度は、「民生委員・児童委員」の認知度は半数以上です

が、「地区福祉委員」は約４割となっています。 
◇社会福祉協議会について、名称も活動も知っている人は約３割となって

います。

 

取り組み状況 

からみる課題

△第３期計画における取り組み状況としては、おおむね計画通り実施でき

ています。 
△一部の取り組みでは、周知啓発に課題があります。 
△地域活動の実施については、活動の主体となる人の高齢化が課題となっ

ています。 
△コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）やスクールソーシャルワー

カー（SSW)の配置により細やかな支援につながっています。 
△災害時の対応として、訓練や研修方法を検討が必要な取り組みもありま

す。 
△ボランティアについては、参加者の高齢化及び人材確保が課題となって

います。

３

第２章

人口構造の変化、世帯状況の変化により、より支援を必要とする人が増える可能性

があります。課題に対応した取り組みを推進することはもちろん、未来に向けた取り

組みを強化することも必要となっています。 
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第　３　章 

計画の理念と体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第３章 計画の理念と体系 

１．計画の基本理念 

２．計画の基本目標 

３．施策体系
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１ 計画の基本理念 
 
 

基本理念 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
近年、少子高齢化、核家族や独居高齢者・高齢者のみ世帯の増加、ライフスタイルや価値観の

多様化による生活課題の複雑化が顕在化してきています。 
こうした社会情勢の変化から、住民を取り巻く環境は刻々と変化し、隣・近所の付き合い方に

ついても、アンケート調査結果をみると５年前からの変化がありました。 
本計画においては、「第６次太子町総合計画」の基本理念である「和の心を次世代へつなぐま

ち～「自然を守る」、「暮らしを育む」、「未来を創る」ふるさと“たいし”～」を踏まえ、聖徳太

子の言葉「和を以て貴しとなす」をモットーに計画を推進するため、前回計画から「みんなが支

え合いつながるまち－たいし－すべての住民が安心していきいきと暮らせるまち」に、住民が認

め合い調和する「和の心」を追加し、さらなる住民同士の助け合い・支え合いが地域で生まれ、

太子版地域共生社会の実現をめざして、この基本理念のもとに取り組みを進めます。 
 
 

「和の心」  住民同士の支え合い、認め合いを進める意味を示す 
 
 
 
 

 

１

第３章

  みんなが支え合い「和の心」でつながるまち－たいし－ 

すべての住民が安心していきいきと暮らせるまち
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基本目標 

１

基本目標 

２

２ 計画の基本目標 
 
基本理念の実現に向けて、下記の目標を設定します。 

 
 

　和の心が尊重される地域づくり 

◆保健・医療体制の充実と健康づくりへの取り組み、住民がいきいきと暮らすことが

できるよう取り組みます。 

◆道路・歩道や公共施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進、新たな

移動手段の検討など、誰もが安心して暮らせる生活環境を整備します。 

◆近年多発している災害に備え、減災力・防災力の向上を図ります。 

 
〈施策〉 

１　互いを尊重し合える意識の醸成 

２　地域における健康づくり活動の推進 

３　すべての人が住みやすい生活環境の整備 

４　減災・防災力の向上 

 
 

　和の心が育まれる関係づくり 

◆地域の見守り体制や多世代交流を促進し、施設活用を通じて地域福祉を推進するた

めの関係づくりを進めます。 

◆ボランティア活動に積極的に関わることができる環境をつくることで、次代の担い

手育成に努めます。 

 
〈施策〉 

１　参加しやすい地域活動の充実 

２　住民が交流できる拠点の充実 

３　見守り活動の充実 

４　地域を支える人材の育成 

 

２

第３章
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基本目標 

３
 

　和の心でつながる体制づくり 

◆地域住民が安心して暮らせるよう、相談支援・権利擁護の体制を整備し、誰もが支

援につながる体制づくりをめざします。 

◆誰もがわかりやすい情報を取得できるよう、様々な媒体により、地域住民に必要な

情報が適切に届く体制づくりを進めます。 

 
〈施策〉 

１　身近で受け止めつながる相談の充実 

２　分野横断的に対応する体制強化 

３　誰もがわかりやすい情報の提供 

４　虐待防止と権利擁護の推進 

 
■■基本目標の関係図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本目標 

１

和の心が尊重される 

地域づくり
基本目標 

２

和の心が育まれる 

関係づくり

基本目標 

３

和の心でつながる 

体制づくり

それぞれに取り組むことによ

り推進力があがり、地域共生

社会の実現への動力となる
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３ 施策体系 
 

〈基本理念〉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

３

第３章

  みんなが支え合い「和の心」でつながるまち－たいし－ 

すべての住民が安心していきいきと暮らせるまち

和の心が尊重される 

地域づくり

１
１-１　互いを尊重し合える意識の醸成

１-２　地域における健康づくり活動の推進

１-３　すべての人が住みやすい生活環境の整備

１-４　減災・防災力の向上

和の心が育まれる 

関係づくり

２
２-１　参加しやすい地域活動の充実

２-２　住民が交流できる拠点の充実

２-３　見守り活動の充実

２-４　地域を支える人材の育成

和の心でつながる 

体制づくり

３
３-１　身近で受け止めつながる相談の充実

３-２　分野横断的に対応する体制強化

３-３　誰もがわかりやすい情報の提供

３-４　虐待防止と権利擁護の推進

理念の実現に向けて
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第　４　章 

施策の展開 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第４章 施策の展開 

１．和の心が尊重される地域づくり 

２．和の心が育まれる関係づくり 

３．和の心でつながる体制づくり
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１ 和の心が尊重される地域づくり 
 

施策の方向性１-１ 互いを尊重し合える意識の醸成 
 

現状と課題 

◇地域には、子どもや子育て家庭、高齢者、障がい者をはじめ、日々の生活の中で様々

な課題を抱えながら暮らしている人が増加しており、地域での助け合い、支え合いに

は住民一人ひとりが福祉意識を持つことが重要となっています。 

◇アンケート調査では、地域の人々が互いに助け合っているもしくは支え合っていると

感じるかについて、約４割の人が「感じていない」と回答しており、地域で助け合

い、支え合いの意識醸成が必要となっています。 

 
今後の方向性 

◆相手の立場に立って物事を考え、接することができる思いやり

の心を醸成するため、福祉意識の向上を図ります。 

◆共に支え合い助け合う地域福祉の考え方が広く浸透するよう、

啓発活動に取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①福祉意識の高揚

 ・広報「たいし」や町社協の広報紙「ふれあい」、町ホームページ等により、地域福祉活

動やボランティア活動等の情報提供に努め、福祉意識の高揚を図ります。 
・様々なイベントにおいてボランティアとの関わりを持つことで、身近なものと感じ自

然と担い手意識が高まるよう努めていきます。

 ②福祉教育の推進

 ・福祉体験の実施支援など、幼少期から福祉について理解を深める教育を推進します。

 ③各学校園の教育振興事業

 ・地域に開かれた学校園、特色ある学校園づくりをめざした学校園運営を行い、「豊かな

心」「元気なこども」を育てます。

１

基本目標

〇福祉に関心を持ち、自分の地域にボランティアなどの支え合いがあ

るかを調べてみましょう。

みんなで 

できること 
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町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①小中学生を対象にした福祉教育の実施

 ・町内の小中学生を対象に、車いす体験や高齢者疑似体験等の福祉教育を実施していき

ます。

 ②ボランティア情報の発信

 ・町社協広報紙、ボランティアだより、ホームページやＳＮＳ等で、町のボランティア活

動等に関する情報を発信します。

 ③各種ボランティア講座・研修の開催

 ・ボランティア活動を始めていただくきっかけづくりとして、各種ボランティア講座を

開催します。また、登録ボランティアのスキルアップを目的とした研修会も企画して

いきます。

 ④ボランティア体験事業の充実

 ・若年層の方や学生がボランティア活動に興味をもってもらう場づくりとして、大阪府

ボランティア市民活動センターと連携し、ボランティア体験事業を充実させていきま

す。
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施策の方向性１-２ 地域における健康づくり活動の推進 
 

現状と課題 

◇生涯にわたって生き生きと暮らすためには、住民一人ひとりが主体的に健康寿命の延

伸に取り組む必要があります。 

◇アンケート調査の結果では、健康状態がよいと感じた人が多くなっています。 

◇心身ともに健康で過ごせることは、幸福度の向上、つまりはウェルビーイングの実現

につながり、地域における大きな活力となります。 

 
今後の方向性 

◆町の健康増進計画・食育推進計画「健康太子 21」に基づき、生

涯にわたって必要な知識や情報の普及・啓発と、運動、食生活、

飲酒、喫煙、こころの健康、お口の健康、健康診査、人との交流

等に関する情報発信と相談・指導等を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①地域の医療機関との連携

 ・健康づくり推進会議を開催し、医療関係者等との情報共有を行います。 
・特定健診、特定保健指導を通して、医療機関との連携を図ります。

 ②生活習慣病予防を軸とした事業の展開

 ・健康マイレージ事業による健康意識の向上を図り、各種事業への参加を促します。 
・健康教育では、栄養・運動をテーマに実践と講義を取り混ぜながら、より効果のあるプ

ログラムを実施します。また、個別指導と連続性を持たせた個人管理体制にて事業展開

を行います。 
・健康づくり推進委員研修会を実施します。 
・健康づくり応援団を中心とした活動をベースに「健康太子２１」を推進します。

〇家族、友人、近隣の人や仲間と一緒に楽しく健康づくりに取り組みま

しょう。 

〇地域の中で健康づくりの取り組みをすすめましょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

③健康相談・教育等の充実

 ・月に１回の定例健康相談を開催します。 
・２か月に１回、自殺予防を目的にこころの相談「こころほぐしの会」を開催します。 
・健診結果について、管理栄養士・保健師が個別相談を行います。

 ④介護予防事業〈重層事業〉

 ・一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業を通して、フレイル予防や自立支

援・重度化防止を行っていきます。

 ⑤子育て世代の健康づくり

 ・健康マイレージによる健康意識の向上とそのきっかけづくりをします。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①福祉団体への活動支援

 ・老人クラブ連合会（和光会）、身体障害者福祉協議会、手をつなぐ親の会、母子寡婦福

祉会、遺族会等、福祉団体の活動が充実したものとなるよう支援を行っていきます。

 ②いきいきサロン等での介護予防体操の実施

 ・地区福祉委員が主体となり地域で取り組まれる“いきいきサロン”において、参加者が

自身の健康づくりへの意識を高めるための介護予防体操等を推進します。

 ③小地域ネットワーク活動（いきいきサロン活動）

 ・地区福祉委員が主体となり、地域のボランティアの協力を得ながら、地域の高齢者・障

がい者が自宅に引きこもったりしないように、集会所等の集まりやすい場所で、生きが

いづくりや健康づくりの活動を行います。 
・サロン代表者への勉強会などを実施するなど、サロン活動の支援を行います。
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施策の方向性１-３ すべての人が住みやすい生活環境の整備 
 

現状と課題 

◇すべての人が安全で快適に生活できるよう、歩道や公共施設等のバリアフリー化・ユ

ニバーサルデザイン化は推進されており、今後も継続的な取り組みが求められていま

す。 

◇移動手段の確保については、依然としてニーズが高くなっている中で、地域公共交通

の再編に取り組むなど、移動支援の強化を図っています。 

 
今後の方向性 

◆誰もが安心して安全に外出できるよう、引き続き、道路・歩道

をはじめとした公共施設や交通機関等のバリアフリー化・ユニ

バーサルデザイン化を進めるとともに、安心して暮らし続けら

れる移動手段の検討を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 
 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①観光案内サイン及びパンフレットの整備

 ・観光案内サインの整備により、来訪者の誘導及び利便性を図ります。

 ②生活道路の維持補修

 ・住民生活の安全性と防災性の向上を図るため維持修繕並びに改良・拡幅・整備に努めま

す。

 ③歩道の整備

 ・すべての人が利用しやすい歩道整備を推進します。

 ④公共施設等のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進

 ・公共施設等について、新設や改修の際には、すべての人が利用しやすいよう、バリアフ

リー化・ユニバーサルデザイン化に努めます。

 ⑤多様な移動手段の創出と支援の強化

 ・地域公共交通の実施状況を確認しつつ、多様な移動手段の創出と、地域における助け合

い・支え合いによる移動サービスに対する支援の強化を行います。 
・地域公共交通について、利用促進を図るための周知啓発を行います。

〇地域でどのようなバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化が必要か

を話し合い、手助けできることに協力しましょう。

みんなで 

できること 



31 

 

 

 町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①車いすの貸し出し

 ・車いすの貸し出により、外出や移動が困難な方の社会参加を促進します。

 ②車いす移動車ふれあい号の貸し出し

 ・車いす移動車の貸し出しにより、外出や移動が困難な方の社会参加を促進します。
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施策の方向性１-４ 減災・防災力の向上 
 

現状と課題 

◇高齢化や核家族化に伴う世帯構造の変化から支援を必要とする家庭が多くなっており、

高齢者、障がい者、妊婦、子ども・子育て家庭等、配慮の必要な方への災害時の支援

体制の強化を図る必要があります。 

◇アンケート調査結果では、災害に対して行っている取り組みとして、必要な備品の準

備や災害対策の情報を得ることの割合が高くなっています。 

 
今後の方向性 

◆日頃から要配慮者を見守りながら、地域での助け合い・支え合

いの関係を築き、いざというときには個人情報保護条例に基づ

いた情報共有による要配慮者の安否確認や支援を行なえる体制

づくりを進めます。 

◆感染症拡大の対策として、正しい知識と対策が住民に行き届く

よう広報・啓発に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 
 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①自主防災組織の育成

 ・自主防災組織の更なる組織化を推進するため、研修や訓練等に対する支援等を行い、自

主防災組織の育成を推進します。

 ②防災資機材整備費事業

 ・自主防災組織に対して防災資機材整備費の助成を行います。

 ③避難行動要支援者名簿作成の推進・情報発信

 ・災害時に自力で避難することが困難な高齢者や障がい者等を事前登録し、防災担当部

署並びに関係団体と情報共有します。 
・町社協と連携し、避難行動要支援者名簿登録者の個別支援計画の作成・見直しを行いま

す。

〇日常の近所付き合いや見守り活動等を通して、災害時に支援や配慮

が必要な方の状況を把握しましょう。 

〇常日頃から災害に関する情報収集を心がけ、いざという時に命を守

る行動をどのようにとるべきか考えておきましょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

④避難所における災害時保健活動

 ・被災者に対して、生命と安全な暮らしの確保を図り、避難生活に伴う二次的な健康被害

の予防に努めます。 
・有事に備え、平時から支援体制等の机上訓練等を行います。

 ⑤感染症対策の推進

 ・日常生活や地域福祉活動において、新興感染症に対して必要な情報提供・支援を行うと

ともに、感染症予防の普及啓発に努めます。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①災害ボランティア登録制度

 ・様々な災害を教訓に、平常時から災害支援ボランティア登録を実施します。

 ②防災・減災の取り組み啓発

 ・町社協役職員や地区福祉委員、登録ボランティアへの防災研修、町、消防団等が実施す

る防災訓練への参加協力、非常持ち出し袋等の説明・紹介等、防災減災に関する取り組

みを推進します。 
・町、消防団等が実施する防災訓練では、高齢者や幼児でも食べることが出来る様々な非

常食の試食、災害用備品や非常持ち出し袋の展示、災害ボランティアセンターに関す

るパネル展示等を行い、住民への啓発活動を行います。また、災害が起きたことを想定

した避難所体験を実施し、災害に対する意識高揚を図ります。

 ③防災研修の実施

 ・町社協役職員や各地区福祉委員会を対象とした研修会に、防災・減災をテーマにした研

修を定期的に取り入れます。
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２ 和の心が育まれる関係づくり 
 

施策の方向性２-１ 参加しやすい地域活動の充実 
 

現状と課題 

◇地域での助け合い・支え合いを推進するため、地域コミュニティ内での活動や交流を

活発にするとともに、元気な高齢者を含む幅広い年齢層の方が地域活動に参加できる

きっかけづくりが必要です。 

◇アンケート調査では、地域で行われている行事やボランティア活動への参加をしたこ

とがない人は約４割となっており、今後の参加要件についても、自分にあった時間と

内容の活動であることと回答した割合が高くなっています。 

 
今後の方向性 

◆住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、人とひと、

地域間のつながりを深めるため、福祉分野に限らない環境美化

活動や観光促進を目的とした行事等を通して、多世代の地域住

民同士のつながりや地域への愛着を育みます。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 
 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①クリーンキャンペーン事業

 ・町会・自治会を中心に各種団体及び地域住民が公共の場の清掃活動を行うことにより、

ごみ事業の関心を高め、年間を通じて良好な環境維持のため美化清掃運動を実施しま

す。

 ②再生資源集団回収補助事業

 ・町会・自治会等の集団回収実施団体に対して補助金を交付します。

 ③社会教育団体育成事業

 ・社会教育団体（ＰＴＡ連絡協議会、地域婦人会、青少年指導員会）の運営補助金を交付

します。

２

基本目標

〇行事や活動の目的を再認識し、地域の行事に積極的に参加しましょ

う。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

④ふれあい TAISHI の開催

 ・社会教育団体をはじめとする各種団体による模擬店・ステージの催しを通して、親子、

大人、こども、地域の人々の交流の場を設定し、青少年の健全育成を図るとともに、地

域の仲間づくりを推進します。

 ⑤竹内街道灯路祭りへの支援

 ・竹内街道のかつてのにぎわいや風情あるたたずまいを継承するため、街道を灯ろうの

明かりでライトアップさせるほか、スタンプラリーや軒下ギャラリー等、地域住民が手

作りで行うイベントを協働で実施します。

 ⑥太子聖燈会への支援

 ・町を愛する人々が聖徳太子の和の精神を尊び、人々の幸せを願い、ろうそくに火を燈す

ことにより、魅力あるまちづくりとまちの活性化を協働で実施します。

 ⑦文化祭事業

 ・日常の活動の発表の場、住民相互の交流の場として文化祭を開催します。

 ⑧交流推進事業

 ・太子ゆかりの地友好都市（奈良県斑鳩町、兵庫県太子町、大阪府太子町）との交流を推

進します。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①地区福祉委員会活動の活性化

 ・各地区福祉委員会が実施する、“ふれあい広場”や“なかよし広場”等、地域での交流

事業や世代間交流事業等の推進に努めます。

 ②防災減災に関する取り組みの推進

 ・町社協役職員や地区福祉委員、登録ボランティアへの防災研修、町・消防団等が実施す

る防災訓練への参加協力、非常持ち出し袋等の説明・紹介等、防災減災に関する取り組

みを推進します。 
・子どもの頃から防災について学ぶことができるよう、可能な限り、防災減災に関する取

り組みを推進します。

 ③地域コミュニティの活性化に関する取り組み

 ・高齢者や障がい者、子育て世帯が地域で孤立することのないように、地域コミュニティ

の活性化について町会・自治会と協働で取り組んでいきます。

 ④福祉団体への活動支援

 ・老人クラブ連合会（和光会）、身体障害者福祉協議会、手をつなぐ親の会、母子寡婦福

祉会、遺族会等、福祉団体の活動が充実したものとなるよう支援を行っていきます。
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施策の方向性２-２ 住民が交流できる拠点の充実 
 

現状と課題 

◇地域住民のつながりの希薄化が進むなか、既存施設を有効活用し、サロン等の開催や

多世代の交流を行うことで地域住民の親睦を図る必要があります。 

◇アンケート調査では、地域における助け合いや支え合いの活動を活発化するためには、

日頃から近所や地域で助け合える信頼関係を築くことの割合が高くなっています。 

 
今後の方向性 

◆地域活動の場として、生涯学習センター、集会所や公共施設等、

既存施設の有効活用に努めます。 

◆地域で開催されるサロン活動を実施することにより、様々な交

流機会の創出に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①生涯学習センター活動事業

 ・誰もが生きがいを持って豊かな人生を歩むため、継続的な学習活動を通して自らを高

め、豊かな心を育むことができるように多様な教室を開催し、学習機会を提供します。

 ②既存施設の活用

 ・地域住民が気軽に集うことができる場所として、集会所や公共施設等、既存施設の利用

促進を図ります。

 ③保護者間の交流の場や機会の創出

 ・ファーストベビー講座を開催等、保護者間の交流の場や機会を創出します。 
・子育てボランティアの育成を図ることに加え、子育て世帯訪問支援事業への支援者登

録を促進します。

 ④高齢者交流サロンの実施

 ・地域住民の担い手によって、高齢者が身近な場所で気軽に集まることのできる、高齢者

交流サロンの運営を支援します。

〇身近な交流の場として、生涯学習センター、集会所等を利用しましょう。 

〇各種サロン活動へ積極的に参加しましょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

⑤地域における住民組織への支援

 ・高齢者交流サロン、老人クラブなど地域における住民組織における活動を支援するた

めに、補助金を交付するとともに、各団体の活動支援を行います。 
・高齢者交流サロンにおいて行っている高齢者と子育て中の親子による異世代交流を支

援します。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①総合福祉センターの活用

 ・総合福祉センターの指定管理者として、センター施設や町社協多目的広場、ふれあい農

園等を有効活用した事業の展開に努めます。

 ②小地域ネットワーク活動（いきいきサロン活動）

 ・地区福祉委員が主体となり、地域のボランティアの協力を得ながら、地域の高齢者・障

がい者が自宅に引きこもったりしないように、集会所等の集まりやすい場所で、生き

がいづくりや健康づくりの活動を行います。 
・サロン代表者への勉強会などを実施するなど、サロン活動の支援を行います。
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施策の方向性２-３ 見守り活動の充実 
 

現状と課題 

◇見守り活動の担い手の育成、関係団体や事業者との連携、日常の近所付き合いにおけ

るあいさつ等を通して、地域での見守り活動を活発にすることにより、安全・安心な

地域づくりを進める必要があります。 

◇アンケート調査では、住民による自主的な助け合い、支え合いの関係が必要だと回答

した人の割合は７割以上と、自主的な助け合い、支え合いが求められています。 

 
今後の方向性 

◆住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、また、支

援を必要とする人が地域のなかで孤立することのないよう、日

頃からのあいさつ・声かけをはじめ、支援を必要とする人の情

報把握等により地域での見守り体制の充実に努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①青色防犯パトロール事業

 ・地域住民および職員のボランティアにより、小中学校の下校時や放課後の子どもの安

全見守り活動を実施します。

 ②学校園防犯対策事業

 ・幼児・児童・生徒が学校園内外で安心して生活できるよう、施設の整備を進めるととも

に、学校安全ボランティア等と連携して安全確保に努めます。

 ③防犯カメラ設置の推進

 ・町会、自治会等で設置する防犯カメラに対する助成を行い、安全で安心なまちづくりを

推進します。

 ④地域の事業者との連携〈重層事業〉

 ・販売、配送事業者等と連携して、要配慮者の相談に応じ、支援につなぎます。

〇日常の近所付き合いにおけるあいさつや声かけを行い、お互いの

ことを気にかけ、異変がある場合は関係機関に相談するようにしま

しょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

⑥地域支え合い体制の整備

 ・安心太子見守りネットワーク事業登録者情報を定期的に更新し、支援が必要な高齢者

に対するセーフティネットの強化を図るとともに、孤独死等の防止に努めます。 
・一人暮らしの高齢者等の見守り活動の支援を行います。

 ⑦民生委員・児童委員による見守り

 ・民生委員・児童委員による地区での見守り活動が円滑に行えるよう支援します。

 町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①小地域ネットワーク活動（見守り友愛訪問活動）〈重層事業〉

 ・日頃自宅に閉じこもりがちで社会との交流が少ない人に定期的に地区福祉委員が訪問

し安否の確認を行います。
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施策の方向性２-４ 地域を支える人材の育成 
 

現状と課題 

◇ボランティア活動は奉仕の精神に基づく尊い活動ですが、地域の様々な福祉課題の解決に

向けて、地域でのボランティア活動への意識の高揚や醸成をめざして取り組みを進める必

要があります。 

◇少子高齢化や人口減少に伴う地域福祉活動の担い手不足が問題となっています。地域福祉

における各種団体や組織、自主的な担い手の育成は喫緊の課題となっています。 

 
今後の方向性 

◆町社協が行う小地域福祉活動の主体的な推進を図るため、地域

におけるキーパーソンとなる人の育成を進めます。 

◆子ども会や青年会等だけでなく、町会・自治会等についても若

い世代が積極的に関われる環境づくりを進め、多世代が共に地

域の担い手となれる環境づくりに努めます。 

◆住民のボランティア意識の向上と担い手の育成のため、町社協と連

携して、幅広い年齢層がボランティアに関われるよう様々な事業や

支援を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①ボランティア活動の機会の拡大

 ・身近な地域でボランティア活動ができるよう、高齢者、障がい者、子ども・子育て支援

に関するボランティアへの参加の機会や、地域サロン活動や居場所づくりを促進し、地

域におけるボランティア活動の拡大を図ります。

 ②地域福祉活動の担い手の育成

 ・町会・自治会等の地域組織や民生委員・児童委員、地域における高齢者や児童生徒への

見守り活動等の担い手の育成に積極的に取り組みます。

 ③地域における各種団体の活動支援

 ・町会・自治会等の地域組織や地域福祉活動を行う各種団体、老人クラブ等について、活

発な活動が維持されるよう支援に努めます。

〇住民一人ひとりが、助け合い・支え合いの精神による地域の担い手で

あることを意識しましょう。 

〇ボランティア活動に興味を持ち、積極的に参加しましょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

④見守り活動の担い手の育成

 ・認知症サポーター（認知症を正しく理解して、認知症の人や家族を温かく見守る応援

者）やゲートキーパー（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援に

つなげ、見守る人）の養成に取り組みます。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①ボランティアセンター機能の強化

 ・ボランティアセンター機能を強化するための取り組みを推進します。

 ②ボランティアグループ活動の支援

 ・ボランティアグループ連絡会に所属する各ボランティアグループへの活動助成金を交

付するとともに、活動の支援を行います。

 ③ボランティアが活動する場所の確保

 ・ボランティアが活動場所として使用することができる拠点の確保について、既存の施

設や、空き施設の活用等をすすめます。

 ④地域におけるキーパーソンの育成

 ・地域福祉活動のキーパーソンとなるコーディネーターやリーダーの育成を進めます。
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３ 和の心でつながる体制づくり 
 

施策の方向性３-１ 身近で受け止めつながる相談の充実 
 

現状と課題 

◇少子高齢化や独居高齢者・高齢者のみ世帯の増加、若者・壮年の就労形態の変化やラ

イフスタイルの多様性に伴い、個人や世帯の課題が複雑化・複合化しています。 

◇住民一人ひとりの悩みや困り事を関係機関と連携して受け止め、どのような相談内容

であっても適切な支援につなげる等、縦割りでない包括的な支援が求められています。 

◇アンケート調査では、日頃からの悩みや不安を相談できる相手がいる人は８割以上と

なっていますが、その相談先として多くは家族や親族となっており、相談場所として、

役場の相談窓口や町社協の機能強化、周知啓発が求められています。 

 
今後の方向性 

◆身近な地域の相談相手として、住民に対して民生委員・児童委

員の活動の周知を図るとともに、行政窓口、町社協、各専門相

談機関の機能強化と職員の資質の向上に努めます。 

◆重層的支援体制整備事業の実施により、どのような相談内容で

あっても受け止めて適切な支援へとつなぐ包括的な相談支援体

制づくりを進めます。 

 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①包括的な相談支援体制の強化〈重層事業〉

 ・本人・世帯の属性にかかわらず、地域の様々な相談を受け止めて、適切な支援へとつな

ぐ包括的な相談支援体制を推進します。 
・介護保険サービスの相談をはじめ、認知症や権利擁護などの多様な相談に対応するた

め、地域包括支援センターにおける高齢者の総合相談事業を推進します。

 ②相談体制の充実

 ・民生委員・児童委員や町社協等との連携を密にし、援護を必要とする世帯の的確な把握

に努めます。 
・必要な人に必要な支援が行き届くよう、相談窓口の周知並びに相談員の強化等、相談体

制の充実を図ります。

３

基本目標

〇悩みや困り事があるときは一人で抱え込まずに、家族・親せきをはじ

め民生委員・児童委員、行政、町社協等へ相談するようにしましょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

③コミュニティソーシャルワーカー相談事業〈重層事業〉

 ・制度の狭間や複数の福祉課題を抱える等、既存の福祉サービスだけでは対応困難な事

案の解決に向けて、コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）が対応するとともに、

複合的なケース等については関係機関と連携します。

 ④ひとり親家庭に対する相談体制の充実

 ・ひとり親家庭の自立に必要な情報提供をするとともに、相談体制を整えます。

 ⑤虐待や権利擁護の相談支援〈重層事業〉

 ・地域包括支援センターや役場窓口、関係機関等において、虐待や権利擁護の相談支援を

行います。

 ⑥地域生活課題に対する人権相談活動の充実・強化

 ・地域生活課題である、こども、女性、障がいのある人、高齢者、部落差別（同和問題）、

外国人、性的マイノリティなどの人権問題の解決に向けて、太子町人権協会を支援関係

機関に位置づけ、人権相談活動の充実・強化を図ります。

 ⑦こども家庭センターの設置〈重層事業〉

 ・「太子町こども家庭センター」を中心に、妊娠期から 18 歳までの育児、子どもの成長

を切れ目なく支援します。

 ⑧困難な問題を抱える女性への支援体制の充実

 ・女性は、障がいのある人、高齢者、部落差別（同和問題）、外国人、性的マイノリティ

などに対する差別や社会的排除の経験に加え、性的な被害や女性特有の問題により、社

会的経済的困難などが複合化・複雑化することが多く、これらの困難な問題を抱える女

性への支援のため、女性相談支援員を配置し相談窓口機能の強化に努めます。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①心配ごと相談事業〈重層事業〉

 ・民生委員・児童委員協議会の協力により、身近な悩みごと、生活、家庭問題や福祉に関

する相談支援を行います。

 ②コミュニティソーシャルワーカーによる総合相談事業〈重層事業〉

 ・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）による総合相談により、制度の狭間や複数

の福祉課題を抱える等、既存の福祉サービスだけでは対応が困難な事案について、様々

なサービスや関係機関と連携する事により問題解決に向けて取り組みます。

 ③福祉サービス等の苦情解決相談事業

 ・苦情受付・解決担当職員や第三者委員（担当役員）により、福祉サービス等の利用に際

しての苦情解決相談を行います。
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施策の方向性３-２ 分野横断的に対応する体制強化 
 

現状と課題 

◇何らかの生活課題を抱えた人や世帯が、さらに困難な状況に落ち込まないよう支援す

る制度や仕組みであるセーフティネット機能をさらに強化する必要があります。 

◇障がい者やひとり親家庭等の就労や経済面で支援を必要とする方をはじめ、制度の狭

間にある人や既存の制度や支援では対応できない人等が安心して暮らすことができる

支援が求められています。 

 
今後の方向性 

◆住み慣れた地域で誰もが生涯にわたり安心して暮らすことがで

きるよう、支援を必要とする人や世帯の状況や情報を把握し、

適切な支援が行き届くように努めます。 

◆支援を必要とする人が地域で孤立することのないよう、地域の

支え合い体制の強化を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 
 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①コミュニティソーシャルワーカーの配置〈重層事業〉

 ・制度の狭間や複数の福祉課題を抱える等、既存の福祉サービスだけでは対応困難な事

案の解決に取り組むコミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の配置により、複合

化・複雑化した相談について関係機関と協働して対応します。

 ②障がい福祉サービスの充実

 ・障がい者が地域で安心して暮らしていけるよう、関係機関と連携しニーズに応じた障

がい福祉サービスの提供に努めます。 
・安定的なサービスの提供が確保されるために、大阪府等が実施する研修の周知及び活

用により人材育成に努めます。

 ③生活困窮者への支援

 ・生活困窮者への経済的自立を支援するため、生活保護制度や生活福祉資金貸付等、生活

困窮者自立支援制度の周知と活用を促進します。

〇日常の近所付き合いや見守り活動等を通して、支援が必要な方の状

況を把握し、必要に応じて様々な制度や支援につなげるようにしまし

ょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

④地域支え合い体制の整備

 ・高齢者世帯が安心して生活できるよう、日常生活用具の給付・貸与、緊急通報装置貸与

事業、愛の一声見守り訪問事業、「食」の自立支援事業や救急医療情報キットの配布事

業等を推進します。

 ⑤子育て支援センター機能の強化〈重層事業〉

 ・子育て家庭等に対する育児不安等についての相談、子育てサークル等への支援、遊びの

教室、子育ての情報提供等を実施し地域の子育て家庭に対する育児を支援します。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①コミュニティソーシャルワーカーによる総合相談業務の推進

 ・コミュニティソーシャルワーカー(ＣＳＷ)による総合相談により、制度の狭間や複数

の福祉課題を抱える等、既存の福祉サービスだけでは対応が困難な事案について、

様々なサービスや関係機関と連携することにより問題解決に向けて取り組みます。

 ②愛の小箱貸付事業（善意銀行事業）〈重層事業〉

 ・一時的に生活困窮の状態になった場合に、１万円を上限として貸付を行う独自の貸付

事業を活用し、生活困窮者の自立を促進します。

 ③大阪府生活福祉資金貸付窓口業務〈重層事業〉

 ・低所得者、障がい者または高齢者の世帯等を対象に資金を貸し付けることにより、援

助指導を行うことで経済的自立や生活意欲の助長促進を図り、安定した生活を営むこ

とができるように支援します。

 ④年末年始レスキュー太子事業（地域歳末たすけあい運動配分金事業）〈重層事業〉

 ・「地域歳末たすけあい運動」の一環として実施している事業で、年末から年始にかけ

て一時的に生活が困窮し、緊急で食料等の支援が必要な世帯に対し、現金や現物（食

料品）を給付し、世帯の自立を支援します。

 ⑤生活困窮者自立支援に関する連携強化〈重層事業〉

 ・生活困窮問題をはじめとする様々な相談について、自立相談支援事業所や子ども家庭

センター、しあわせネットワーク（府内の社会福祉施設による社会貢献事業）と連携

し、問題の解決にあたります。
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施策の方向性３-３ 誰もがわかりやすい情報の提供 
 

現状と課題 

◇地域福祉を推進するため、福祉に関する情報を入手することは、地域の担い手確保や

地域の実情を把握するためのきっかけづくりになります。 

◇アンケート結果から、情報の入手先は、役場窓口や広報紙、町会・自治会の役員や回

覧板の割合が高いことを踏まえて、引き続き住民が情報を得やすい体制づくりを推進

する必要があります。 

 
今後の方向性 

◆広報紙やホームページ等を充実することにより、地域住民に必

要な情報が適切に届く体制づくりを進めます。 

◆状況によっては、インターネットを活用した様々な媒体を活用

した情報発信を検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 
 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①広報たいしの充実

 ・情報公開・情報提供の方法として毎月１回広報を発行し、様々な行政の情報を発信しま

す。

 ②町ホームページの充実

 ・よりよい情報発信をめざして、ホームページの更新と内容の充実を図ります。

 ③地域自立支援協議会による情報提供

 ・障がい者の事業所が参加する地域自立支援協議会を活用して、身近な事業所を通じて、

障がい者やその家族に障がい福祉に係る情報提供を行います。

 ④様々な媒体を活用した情報発信

 ・身近に情報が取得できるよう、SNS 等を活用した情報発信の実施に努めます。

〇福祉に関する情報について、広報紙やホームページ、回覧板等を通し

て常日頃から関心を持つようにしましょう。

みんなで 

できること 
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町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①町社協広報紙の充実

 ・町社協広報紙“ふれあい”の内容の充実に取り組みます。

 ②インターネットによる情報発信の充実

 ・ホームページの内容の充実や、ＳＮＳ等を活用した情報発信に努めます。

 ③地区福祉委員会の情報発信

 ・いきいきサロン活動、見守り友愛訪問活動等の支えあい活動に関する取り組みを町社

協ホームページや SNS を活用して積極的に紹介します。
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施策の方向性３-４ 虐待防止と権利擁護の推進 
 

現状と課題 

◇高齢者、障がい者、子ども等をはじめ、全ての住民の人権が尊重され、その権利が侵

害されないよう、虐待や暴力を排除する必要があります。 

◇高齢化の進行から今後ますます認知症の人が増える可能性があります。また、知的障

がい者・精神障がい者等も年々増加傾向にあり、判断能力に不安を抱える人への成年

後見制度や日常生活自立支援事業の利用促進により、権利擁護を進める必要がありま

す。 

 
今後の方向性 

◆配偶者等に対する暴力や高齢者・障がい者・子ども等への虐待防止に向け、通報・相談

体制の充実を図るとともに、関係機関によるネットワークを整備し、早期発見・早期対

応の体制づくりを推進します。 

◆判断能力が十分でない認知症の人、知的障がい者、精神障がい

者等の権利が守られ、必要な援助を受けることができるよう、

権利擁護について周知を図り、成年後見制度の利用促進に努め

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
〈具体的な取り組み〉 

 
 

 

町
が
取
り
組
む
こ
と

①人権教育事業

 ・人権教育推進協議会事業の活動を推進します。

 ②成年後見制度の利用促進〈成年後見制度利用促進基本計画の推進〉※第５章記載

 ・認知症の人、知的障がい者、精神障がい者等、財産管理や契約の締結等に必要な判断能

力が低下した人に対して、本人に代わり、これらの行為を行う成年後見制度の周知に努

め、利用の促進を図ります。

 ③高齢者・障がい者・子どもに対する虐待防止

 ・高齢者・障がい者・子どもへの虐待防止や早期発見・早期対応を図るため、地域住民、

民生委員・児童委員、その他関係機関等と連携します。

〇ふだんの生活において周囲の虐待や暴力を気にかけるようにして、

虐待や暴力の疑いのある場合は行政等の担当窓口や警察等の専門

機関に相談しましょう。

みんなで 

できること 
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町
が
取
り
組
む
こ
と

④要保護児童対策地域協議会〈重層事業〉

 ・児童虐待等の要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者または特定妊婦の問題に

対し、地域の各関係機関及び団体が連携を密にし、子ども家庭センター等の関係機関と

の連携や情報共有を図りながら、発見からサポートまでの総合的な虐待防止の取り組

みを行います。

 ⑥児童虐待防止体制の充実〈重層事業〉

 ・「太子町こども家庭センター」を設置し、すべての子ども及び妊産婦等の家庭の相談支

援や要支援児童及び要保護児童に対して、より専門的な支援業務が行える体制を整え

ます。

 ⑦総合学校支援事業〈重層事業〉

 ・いじめ、不登校、暴力行為、児童虐待など、児童生徒を取り巻く様々な環境に着目して

支援を行い、課題解決を図るコーディネーター（スクールソーシャルワーカー（SSW)）
を活用します。 

・学校支援チーム事業として、いじめを中心とした児童生徒の問題行動等の未然防止及

び早期対応・早期解決、相談体制の充実を図るため、様々な専門性を有する相談員等が

連携して学校への多面的な支援を行います。

 ⑧再犯防止に向けた取り組みの推進〈再犯防止推進計画の推進〉※第５章に記載

 ・更生保護に携わる保護司会や更生保護女性会の活動を支援し、地域における再犯防止

への理解を深め、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする「社会を明るくする運動」

の取り組みを推進します。

 

町
社
協
が
取
り
組
む
こ
と

①日常生活自立支援事業〈重層事業〉

 ・判断能力が十分でない認知症の人、知的障がい者、精神障がい者等が、地域で自立した

生活が送れるよう、福祉サービスの利用手続きの援助や代行、日常的な金銭管理等の

支援を行います。

 ②コミュニティソーシャルワーカーによる総合相談業務の推進

 ・コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）による総合相談により、制度の狭間や複数

の福祉課題を抱える等、既存の福祉サービスだけでは対応が困難な事案について、様々

なサービスや関係機関と連携することにより問題解決に向けて取り組みます。

 ③人権問題に関する研修会等への参加

 ・人権問題に関する研修会等に積極的に参加し、人権問題に関する意識の高揚に努めま

す。
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第　５　章 

地域福祉と一体的に推進する事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第５章 地域福祉と一体的に推進する事項 

１．重層的支援体制整備事業実施計画 

２．成年後見制度利用促進基本計画 

３．再犯防止推進計画
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１ 重層的支援体制整備事業実施計画 
 

（１）実施方針 
 
少子高齢化の進行や単身世帯の増加、価値観の多様化など社会環境が大きく変化したことによ

り、生活を送る中で直面する課題が複雑化・複合化しています。 
子育て、介護、障がい、生活困窮などの分野別に行われてきた既存の相談支援や地域づくり支

援の取り組みを活かしつつ、複雑化・複合化した課題を抱える世帯を必要な支援につなげるため、

早期発見のためのアウトリーチ機能の拡充や支援機関の連携強化、個々のニーズに合った居場所

や活動とのマッチング機能の強化などに一体的に取り組む重層的支援体制整備事業を展開しま

す。 
なお、重層的支援体制整備事業は、社会福祉法第 106 条の４第２項に基づく取り組みで、本町

では令和４年度から本格実施しています。 
本町の考える包括的な支援体制の仕組みに示す支援体制で一体的に展開します。 

 
■■分野別基本方針 

 

 

子育て

〇地域の多様な主体がそれぞれの役割を果たしつつ協働し、子どもや子

育て家庭に切れ目ない支援を実現します。 

【対象事業】 

・利用者支援事業（基本型、太子町こども家庭センター、妊娠等包括相談支
援型）、地域子育て支援拠点事業

 

障がい者

〇障がいのある人の自己選択・自己決定及び社会参加を促し、住み慣れ

た地域で安心して暮らせるための支援を実現します。 

【対象事業】 

・基幹相談支援センター等機能強化事業、地域活動支援センター事業

 

介護（高齢者）

〇高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包

括的な相談及び支援を実現します。 

【対象事業】 

・地域介護予防活動支援事業（サロン送迎事業、高齢者交流サロン事業、男
のたまり場、元気ぐんぐんトレーニング）

 

生活困窮

〇生活困窮を理由に社会的リスクが高まらないよう、誰一人取り残さな

い支援を実現します。

１

第５章
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■■本町における「地域共生社会」の実現に向けた体制図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

　
　
　
　
　
　
　地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

第 1 層 SC　・　協議体 SASAE 愛 太子

市
町
村
圏
域

住
民
に
身
近
な
圏
域

地域支援の“和“

安心太子見守りネットワーク

地域力強化支援員

在宅介護支援センター
連携

避難行動要支援者名簿管理 

・個別計画作成（オーダーメイド）

町と町社協の連携協定により、関係強化

支え合いマップづくり

から地域の活性化 

（自分の地区を可視化）

ご近所マイスター 
（第 4 層）

交流サロン 

（拠点づくり）

第 3 層 
SC

地域支え合い型 
生活支援活動 

・生活支援サービス 
・生活支援と一体型の 
 移動支援サービス 
・配食見守りサービス

１１箇所 

（R6.５月現在）

産業（事業所連携）

農業（環境農林課） 
・人農地プラン 
（休耕地対策）

要保護児童対策協議会へ参加

CSW

総合生活相談（ワンストップ）

ケアマネ連絡会事務局機能の共有

相談支援包括化推進員

民生委員・児童委員協議会 

事務局機能の共有

中途障がい者の会事務局機能

生活支援、外出支援相談窓口 

公共交通の利用が困難な人を対象

社会福祉協議会

相談支援包括化推進会議

福祉介護課・CSW

いきいき健康課

民生委員

子育て支援課

障がい者相談機関

専門職

人権協会 保健所

生活困窮自立 
支援機関

子ども家庭センター

包括支援センター

包括的支援の“和“

共生の地域づくり庁(町)

内連携と相談支援包括化

のネットワークの構築

個別支援の“和“

ささ 
える

さんか

まち 
づくり

ささ 
える

ささ 
える

ささ 
える

ささ 
える

共生

まち 
づくり
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（２）提供体制に関する事項 
 
①包括的相談支援事業 
各分野の相談支援事業について、現行の相談体制を維持し連携を図り、各相談機関が分野を

越えた適切な相談支援に取り組みます。 
 

■■実施体制 

 
②参加支援事業 
既存の社会参加に向けた事業では対応できない狭間の個別ニーズに対応するため、本人やそ

の世帯の支援ニーズと地域の社会資源との間の調整を行い、多様な社会参加の実現をめざしま

す。 
 

■■参加支援事業の実施体制 

 

 主な 
対象

事業 相談支機関・窓口
設置

数

設置形態 
運営形態

対象 
圏域

 
高齢者

地域包括支

援センター
太子町地域包括支援センター １ 町 直営 全域

 

障がい者
相談支援 
事業

基幹相談支援センター １ 社会福祉法人 委託
近隣町

村

 
福祉介護課 １ 町 直営 全域

 子ども・ 
保護者

利用者 
支援事業

子育て支援センター 2
町 

学校法人

直営 
委託

全域

 実施機関名 設置数
設置形態 
運営形態

 
太子町　健康福祉部　福祉介護課 １ 町　委託
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③地域づくりに向けた支援事業 
既存の地域づくりに関する事業の取り組みを活かしつつ、世代や属性を超えて交流できる場

や居場所の整備を行うとともに、地域における資源の開発やネットワークの構築、支援ニーズ

と取り組みのマッチングなどを通じ、多様な地域活動が生まれやすい環境整備を行うものです。 

 
■■地域づくり事業 

 
④アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
ひきこもりの方や 8050 世帯など、複合的な課題を抱えていながら支援が行き届いていない

世帯を対象に、訪問などを通じて世帯の抱える課題を把握し、適切な支援につなげる事業です。

本人や家族と継続的に関わるための信頼関係の構築やつながりの形成に向けた支援に力点を

置いています。 

 
■■実施体制 

 
 

 主な 
対象

実施事業名・実施内容（拠点の役割）
実施 

拠点数

設置形態 
運営形態

対象 
圏域

 

高齢者

高齢者交流サロン 
地域の高齢者などが気軽に集うことができる場の提供

１１ 委託 全域

 男のたまり場 
地域の65歳以上の方、その他支援のために活動に関わる

方を対象に、調理実習などの活動の中で介護予防に向けた

取り組み

１ 直営 全域

 元気ぐんぐんトレーニング 
地域の集会所等で元気ぐんぐんトレーニングを行う自主グ

ループに理学療法士や歯科衛生士等の派遣を行い、活動支

援を行う。介護予防サポーターの養成を行い、地域ボランテ

ィアによる自主グループ活動の支援を行う。

2５ 直営 全域

 
障がい

地域活動支援センター 
医療・福祉および地域の社会基盤との連絡調整、地域住民

ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普

及啓発など

１ 直営 全域

 
子ども

地域子育て支援拠点事業 
乳幼児とその保護者が相互に交流を行う場所として、育児

不安等の相談指導、子育てサークル等の育成及び支援

２ 直営 全域

 
生活困窮

福祉事務所未設置町村による相談事業 
窓口に来られた一時的な相談支援として、生活困窮者及び

その家族や関係者からの相談に応じ、必要な情報の収集を

行う。

１ 直営 全域

 実施機関名 設置数 運営形態 対象圏域

 太子町　健康福祉部　福祉介護課 １ 委託 全域
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⑤多機関協働事業 
世帯の抱える課題が複雑化・複合化しており、関係機関同士の調整では連携が困難なケース

に対して、本町の連携推進担当が関係機関の調整を行うものです。必要に応じて、関係機関を

招集してケース検討会議（重層的支援会議）を開催します。ケース検討会議では、支援プラン

を策定し、支援の方向性や各機関の役割分担を明確化します。 

 
■■実施体制 

 

■■各種会議の実施体制 

 

（３）事業目標 
 
住み慣れた地域で、住民が望む生活ができるよう、子ども・障がい・高齢者・生活困窮者など

福祉の各分野を超えた支援体制を推進します。 
そのため、複合的な課題を抱えた世帯の把握、孤独・孤立の解消・防止に取り組みます。 

 

 実施機関名 設置数 運営形態 対象圏域

 太子町　健康福祉部　福祉介護課 １ 委託 全域

 会議体
開催 
頻度

内容・役割 参加機関

 重層的支援会議 随時 本人の同意のもとに作成された支援プラン

について、関係機関が集まり、支援の 
妥当性や進捗状況について協議する。

町の関係各課 
社会福祉協議会 
関係事業所等  支援会議 

※重層的支援会議と併催
随時
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（４）事業評価・見直し 
 
事業評価は毎年度、「太子町地域福祉計画」の事業評価により行います。また、庁内連携会議

等において、事業の実績報告及び見直しを行います。 
 

■■事業評価のための指標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 指標となる項目 単位 現況 

（令和７年度）

目標 

（令和 12 年度）

 コミュニティソーシャルワーカー相談件数 件数 212 件／年 件／年

 高齢者交流サロン事業 箇所 11 箇所 箇所

 元気ぐんぐんトレーニング 箇所 25 箇所 箇所

 「支え合いマップ」づくり 箇所 15 町会 町会

 地域子育て支援センター利用親子 組数 1,607 組／年 組／年

 重層支援会議の開催 回数 随時実施 随時実施
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２ 成年後見制度利用促進基本計画 
 

成年後見制度は、認知症や知的・精神障がい等によって物事を判断する能力が十分でない人の

財産や生活、権利を守る重要な制度です。 
制度の利用を考慮すべき人や権利擁護支援の必要な人が継続してその人らしい生活を送るこ

とができるよう、地域の気づきを促す制度の普及啓発や、サービスの利用支援、市民後見人等の

育成とともに、それらを地域の多様な主体が連携して一体的に推進する、地域連携ネットワーク

の強化に取り組みます。 
また、近年増加傾向にある身寄りのない高齢者の実態の把握に努め、適切な支援につながるよ

う連携体制を強化します。 
 

施策１ 地域連携ネットワークの推進 

〇地域連携ネットワークの中核となり、「広報」「相談」「成年後見制度利用促進」「後見人支援」

の 4 つの機能を有する中核機関の設置に向けた検討を進めます。 
 

施策２ 周知啓発 

〇日常的な生活の見守りや支援を受けながら、安心して地域で生活を送ることができるよう、

成年後見制度について、住民に対する制度の周知啓発を行います。 
 

施策３ 相談対応 

〇町や地域包括支援センター、町社協、障がい者相談支援事業所などにおいて、成年後見制度

の相談支援や日常生活上の困りごとの相談支援を行います。 
 

施策４ 成年後見制度利用に係る支援 

〇成年後見制度の利用が必要であるのに、経済的な問題などで利用することが困難な人を支援

するため、申立てに係る費用や後見人などの報酬について助成を行います。 
 

施策５ 日常生活自立支援事業との連携 

〇町社協で実施している日常生活自立支援事業の利用者について、成年後見制度の利用が適当

な場合は、制度へのスムーズな移行ができるよう連携を図ります。 
 

 

２

第５章
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３ 再犯防止推進計画 
 

犯罪をした人の中には、貧困や疾病、障がい、薬物依存、家庭機能不全、学校の中退・退学等

様々な生きづらさを抱えている人がいると指摘されています。 
また、高齢者や障がい者、住居や就労先を確保できない人等が罪を犯し、十分な支援を受けら

れないまま再度犯罪に手を染めてしまうことも見受けられます。 
地域と一体となって犯罪の未然防止に取り組むとともに、犯罪をした人が地域社会の中で孤立

することなく、生活の安定が図られるよう、就労や住居の確保のための支援や、相談支援、地域

との連携による支援体制を構築することをめざします。 
 

施策１ 広報・啓発活動の推進 

〇保護司会などの関係機関と連携して「社会を明るくする運動」に取り組み、再犯防止や更生

保護に関する啓発を推進します。 
 

施策２ 就労・住居確保に向けた支援 

〇保護観察対象者等の一時的な居場所となる更生保護施設が健全に運営されるよう支援しま

す。 
 

施策３ 更生保護に関わる団体等への支援・連携強化 

〇保護司の活動拠点である更生保護サポートセンターの運営等を支援します。 
〇保護司が保護観察対象者との面接を行う際に役場施設を利用するなど、引き続き保護司の活

動を支援します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

３

第５章
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※扉ページのための白紙ページ 
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１ 統計資料 
 

（１）人口の推移 
 
①総人口 
〇人口の状況をみると、年々減少が進み、令和７年（2025）では 12,634 人となっています。 

〇高齢者人口割合は、年々上昇しており、令和７年（2025）で 31.3％となっています。 
 

■■年齢３区分人口の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（各年３月末時点） 
 

②外国人人口 
〇外国人人口をみると、年々増加傾向にあり、令和７年（2025）では 161 人となっています。 

 
■■外国人人口の推移と人口対する割合 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（各年３月末時点）
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③子どもの人口 
〇子どもの人口をみると、年々減少傾向にあり、令和７年（2025）では 1,765 人となっていま

す。 

〇0-5 歳では令和３年（2021）以降、500 人を下回っています。 
 

■■子どもの人口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（各年３月末時点） 
 

④高齢者の人口 
〇高齢者の人口をみると、年々増加しており、令和７年（2025）では 3,960 人となっています。 

〇特に、75歳以上（後期高齢者）が増加しており、65-74 歳（前期高齢者）は減少しているこ

とがわかります。 
 

■■高齢者の人口 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（各年３月末時点） 
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⑤人口構造 
〇人口ピラミッドをみると、50 歳代の人口が多くなっていることがわかり、今後の人口推移を

考えると、ますます高齢化が進むことが予測されます。 
 

■■人口ピラミッド 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳（令和７年（2025）３月末時点） 
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（２）人口動態 
 
①自然動態 
〇自然動態をみると、出生数は増減を繰り返しながら、横ばいに推移しており、死亡数は令和

５年（2023）で減少したものの、増加傾向にあり、自然減少が続いています。 
 

■■自然動態（出生数、死亡数）の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町統計書 
 

②社会動態 
〇社会動態をみると、転入数は増減を繰り返しながら、減少傾向にあり、転出数は減少があっ

たものの、令和６年（2024）で増加しており、社会減少となっています。 
 

■■社会動態（転入数、転出数）の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町統計書

67 55 58 68 61

△ 109 △ 126
△ 165

△ 139 △ 141

△ 42
△ 71

△ 107
△ 71 △ 80

△ 200

△ 150

△ 100

△ 50

0

50

100

150

200

△ 200

△ 150

△ 100

△ 50

0

50

100

150

200

令和２年

(2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

出生 死亡 増減

（人） （人）

398 383 361 429 383

△ 470 △ 416 △ 427 △ 425
△ 474

△ 72 △ 33 △ 66
4

△ 91

△ 500
△ 400
△ 300
△ 200
△ 100
0
100
200
300
400
500

△ 500
△ 400
△ 300
△ 200
△ 100

0
100
200
300
400
500

令和２年

(2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

転入 転出 増減

（人） （人）



65 

（３）世帯の状況 
 
①世帯数 
〇世帯数をみると、年々増加傾向にあり、令和６年（2024）では 5,627 世帯となっています。 

〇１世帯当たりの人員数は、年々減少しており、令和６年（2024）で 2.27 人となっています。 
 

■■世帯数と１世帯当たりの人員数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町統計書 
 

②子どものいる世帯 
〇子ども（18歳未満）のいる世帯をみると、年々減少しており、令和２年（2020）時点で 1,095

世帯と、10 年間で約 400 世帯の減少となっています。 
 

■■子どものいる世帯の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査
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③高齢者のいる世帯 
〇高齢者のいる世帯をみると、年々増加しており、令和２年（2020）時点で 2,398 世帯と、15

年間で約 800 世帯の増加となっています。 

〇特に単独世帯、夫婦のみ世帯が増加しており、今後、支援を必要とする世帯が増加する可能

性があります。 
 

■■高齢者のいる世帯の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査
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（４）支援を必要とする人の状況 
 
①障がい者手帳所持者の状況 
〇障がい者手帳所持者数をみると、年々増加傾向にあり、令和６年度（2024）で 799 人となっ

ています。 

〇身体障がい者手帳所持者は減少しているものの、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の所

持者は増加しています。 
 

■■障がい者手帳所持者数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町 
〇障がい者手帳所持者の年齢別階層別内訳をみると、身体障がい者手帳所持者では 65 歳以上

が多くなっており、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳者では。18-64 歳が多くなってい

ます。 
 

■■障がい者手帳所持者の年齢別階層別内訳 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町（令和６年度（2024）時点）
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②要介護認定者の状況 
〇要介護認定者数をみると、令和６年（2024）まで増加していたところ、令和７年（2025）で

減少し、717 人となっています。 

〇要介護認定率は、令和７年（2025）で 18.0％となっています。 
 

■■要介護認定者数と認定率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：地域包括ケア「見える化」システム 
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③ひとり親家庭の状況 
〇ひとり親家庭数をみると、平成 27 年（2015）まで増加していたところ、令和２年（2020）

で減少し、106 世帯となっています。 
 

■■ひとり親家庭数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
④生活保護世帯の状況 
〇生活保護世帯・被保護者ともに、令和５年度（2023）まで減少傾向でしたが、令和６年度

（2024）でやや増加しています。 
 

■■生活保護世帯数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：太子町 
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２ アンケート調査結果 
 
※報告書の内容を先述のまとめに沿って記載します。 
 

 

２

資料
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３ 太子町地域福祉計画策定委員会委員名簿 
 
 

 

３

資料
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４ 策定経過 
 
 

４

資料


